
（特例措置の内容）

○ 農業者が、農業者戸別所得補償制度などの交付金や補助金を農業経営改善

計画などに従い、農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合、この積立額

を個人は必要経費に、法人は損金に算入できます。

○ さらに、農業経営改善計画などに従い、５年以内に積み立てた準備金を取り崩

したり、受領した交付金などをそのまま用いて、農用地や農業用機械等の固定資

産を取得した場合、圧縮記帳※１できます。

注） この特例の適用を受けようとする場合には、一定の方法で記帳※２し、青色申
告により確定申告（初年は税務署に事前に届出）をする必要があります。

： 積み立てた準備金

４４

農業経営基盤強化準備金制度とは？農業経営基盤強化準備金制度とは？農業経営基盤強化準備金制度とは？農業経営基盤強化準備金制度とは？

※１ 圧縮記帳とは、交付金等により取得した農業用固定資産の帳簿価額を一定額まで減額し、その減額分を必要経
費（損金）に算入することにより、その年(事業年度）の課税事業所得（所得）を減額する方法です。

※２ 一定の方法で記帳とは、複式簿記による記帳が原則ですが、個人の場合は、現金出納帳、売掛帳、買掛帳等を
備え付けて簡易な記帳をするだけでも特例が受けられます。

（例）３年間積み立てて、４年目に農地等を取得した場合

交付金等を準備金として積み
立てずにそのまま用いる

農業者戸別所得補償制度等の交付金等を活用して、計画的に農業経営

の基盤強化（農用地・農業用機械等の取得）を図る取組を支援します。

４年目

農用地や農業用機械等の取得に充てた、

以下の金額の合計額の範囲内で圧縮記帳

① 準備金取崩額

② その年に受領した交付金等の額

注： 積立てから５年を経過した準備金は、順次、総収入金額（益金）に算入され、課税対象となります。

１１ １１

２２

１年目

１１

２２

３３
取り崩す

５５

交付金等を準備金として積み立てた

場合、この積立額の範囲内で

① 個人は必要経費算入

② 法人は損金算入

（積立てない交付金等は、課税対象）

準備金の積立て

交付金等を投資に振り向け、経営発展！

４４

１

農業用固定資産の取得

１１

２２

３３

２年目 ３年目 ５年目

立てずにそのまま用いる



特例の対特例の対 象象 とと なな るる 農農 業業 者・計画者・計画特例の対特例の対 象象 とと なな るる 農農 業業 者・計画者・計画

○ 認定農業者（個人・農業生産法人） ⇔ 農業経営改善計画

対象となる場合

交付金等の交付対象者であり、青色申告により確定申告を行う農業者が対象です。

認定農業者（農業生産法人）認定農業者（農業生産法人）
特定農業法人特定農業法人

特例の申請特例の申請

認定農業者（個人）認定農業者（個人）

特例の申請特例の申請

交付金等交付金等

○ 特定農業法人（認定農業者を除く） ⇔ 農業経営改善計画と同様の計画

※※ 構成員は対象になりません。構成員は対象になりません。

対象となる農業用固定資産対象となる農業用固定資産対象となる農業用固定資産対象となる農業用固定資産

準備金制度を活用できる農業用の固定資産
は、農用地と農業用の機械その他の減価償
却資産です。

対象となる交付金等対象となる交付金等対象となる交付金等対象となる交付金等

○農業者戸別所得補償制度の交付金

・畑作物の所得補償交付金
・水田活用の所得補償交付金
・米の所得補償交付金
・米価変動補てん交付金
・加算措置（規模拡大加算、再生利用加算、
緑肥輪作加算）

２

（平成２３年度予算）

注） それぞれの農業者が作成する農業経営改善計画等に、この特例を活用して取得し
ようとする農業用固定資産が記載されていることが要件となります。（新たな農業用固
定資産を取得しようとする場合には、事前に計画への記載・承認が必要となります。）

○農業用の機械その他の減価償却資産
農業用の構築物と農業用設備（機械及び装
置） など [耐用年数省令の区分によります。]
（例）果樹棚、ビニールハウス、用排水路、暗きょ、

トラクター、乾燥機、精米器、飼料裁断機など

○農用地
農地、農地以外の耕作用地、採草放牧地
[基盤法第４条第１項第１号]

注）建物、建物附属設備、車両及び運搬具などは、
対象となりません。中古品も対象となりません。

○水田・畑作経営所得安定対策の交付金
・収入減少影響緩和交付金

○環境保全型農業直接支援対策の交付金

・環境保全型農業直接支援対策交付金（地方
公共団体がこれと一体的に交付するものを含む。）



必要経費（損金）算入限度額必要経費（損金）算入限度額必要経費（損金）算入限度額必要経費（損金）算入限度額

１か２のいずれか少ない金額が農業経営基盤強化準備金の積立による必要経費（損金）算入限
度額となります。

１ 準備金として積み立てようとする金額（交付金等収入額の範囲内で農林水産大臣の証明する金額）
２ その年（事業年度）の事業所得（所得）の金額

農産物等
販売収入

650万円

交付金収入

250万円

農業経営費

530万円

イメージ

所得

370万円
積み立てよう
とする金額

250万円

所得

370万円

250万円が限度額となります。

比較

（１）農業経営基盤強化準備金の積立時（１）農業経営基盤強化準備金の積立時（１）農業経営基盤強化準備金の積立時（１）農業経営基盤強化準備金の積立時

（２）農用地等の取得（圧縮記帳）時（２）農用地等の取得（圧縮記帳）時（２）農用地等の取得（圧縮記帳）時（２）農用地等の取得（圧縮記帳）時

イメージ

農産物等
販売収入

650万円

交付金収入

250万円

農業経営費

530万円

所得

1,370万円

準備金
取崩額

1,000万円

取得に充てた
金額

250万円

所得

1,370万円比較

取得した固定資産の価額が1,250万円以上で
あれば、1,250万円が限度額となります。
※ 取得した固定資産の価額が1,250万円以下の場合はその取
得価額が限度額となります。

準備金
取崩額

1,000万円

１か２のいずれか少ない金額が固定資産取得時の圧縮記帳による必要経費（損金）算入限度額
となります。（ただし、取得した固定資産の価額が上限）
１ 準備金の取崩額とその年（事業年度）の交付金受領額のうち農業用固定資産の取得に充て
た金額（農林水産大臣の証明する金額）の合計額

２ その年（事業年度）の事業所得（所得）の金額

３



（単位；万円）

※税率は総合課税を勘案し所得税率１２％で算出。
農外所得、各種控除はないものと仮定し単純化。

特例の適用あり 特例の適用なし

農業収入合計金額Ａ（Ｂ＋Ｃ） ９００ ９００

うち農産物販売額Ｂ ６５０ ６５０

うち交付金等収入額Ｃ ２５０ ２５０

必要経費金額Ｄ（Ｅ＋Ｆ） ７８０ ５３０

うち農業経営費等Ｅ ５３０ ５３０

うち農業経営基盤強化準備金繰入額Ｆ ２５０ ０

課税対象所得金額Ｇ（Ａ－Ｄ） １２０ ３７０

税額（Ｇ×１２％※） １４ ４４

認定農業者
農林さんの場合

積み立てた準備金の取崩額1,000万円とその年に受領した交付金等
250万円を用いて、1,500万円の農業用固定資産を取得した場合

固定資産の
帳簿価額
２５０万円

準備金取崩額等
１，２５０万円

固定資産の
圧縮記帳額
１，２５０万円

取得した農業用
固定資産
1,500万円

収入（益金）必要経費（損金）

５年以内に積み立てた準備金を取り崩して農業用
固定資産を取得しなかった場合

１年目に積み立てた
準備金の取崩額

２５０万円

収入（益金）

１年間で３０万円の効果

（（ ））所有水田：６．０所有水田：６．０haha、転作率１、転作率１//３３
（米：４．０（米：４．０ha,ha,麦２．０麦２．０ha,ha,大豆２．０大豆２．０haha））

農業経営基盤強化準備金の効果農業経営基盤強化準備金の効果（モデル試算例）（モデル試算例）農業経営基盤強化準備金の効果農業経営基盤強化準備金の効果（モデル試算例）（モデル試算例）

農業経営基盤強化準備金の活用により更なる投資促進！！

１，２５０万円

取得した農業用固定資産を圧縮記帳（P１の※１参照）し、取得に充てた準備
金の取崩額と交付金等の額の範囲内で必要経費（損金）に算入することで、
準備金取崩益と交付金等受領額と相殺

１年目に積み立てた準備金250万円は６年目に取崩し収入（益
金）として課税対象

３０万円の納税
（２５０万円×１２％）

４

借 方 貸 方

科 目 金 額 科 目 金 額

交付金等を
受領したとき

現金・預金 ○○
交付金等収入

(収入）
○○

準備金を
積み立てたとき

農業経営基盤強化
準備金繰入額
(必要経費)

○○
農業経営基盤
強化準備金

○○

準備金を
取り崩したとき

農業経営基盤
強化準備金

○○
農業経営基盤強化

準備金繰戻額
(収入)

○○

固定資産を
取得したとき

固定資産 ○○ 現金･預金 ○○

固定資産圧縮損
(必要経費)

○○ 固定資産 ○○

農業経営基盤強化準備金制度の経理処理農業経営基盤強化準備金制度の経理処理農業経営基盤強化準備金制度の経理処理農業経営基盤強化準備金制度の経理処理

農業経営基盤強化準備金制度に関する経理処理を例示すると、以下のような仕訳となります。



農業経営基盤強化準備金制度の適用を受けるための手続き農業経営基盤強化準備金制度の適用を受けるための手続き農業経営基盤強化準備金制度の適用を受けるための手続き農業経営基盤強化準備金制度の適用を受けるための手続き

農業者
（認定農業者等）

地域センター等

証明

農林水産大臣
（地域センター等）

申請書の確認

①
証明の申請をします。

②
証明書の交付を

受けます。

申請書の審査

農業経営基盤強化準備金制度の適用を受けるためには対象となる金額についての農林水産大
臣の証明書が必要です。

この証明・申告手続は、青色申告を行っている方であれば、さほど難しくありませんが、不
明な点があればお気軽に各地方農政局の地域センター等にお問い合わせ下さい。

※ 申請は、確定申告(２月16日～３月15
日）に 間に合うよう、確定申告の１ヶ月
～２週間前には 行なうようお願いします。
直前期は込み合うため、手続きに時間

がかること が予想されますのでお気をつ
け下さい。

税務署

証明受けます。

③
証明書を確定申告書

に添付します。

積立時の証明の申請書類

㋐ 証明申請書
㋑ 準備金に関する計画書兼実績報告書
㋒ 交付金等の交付決定通知書等の写し

（Ｐ２左下の各交付金等に関する積立年(事業年 度)
のもの）

㋓ 農業経営改善計画等の写し
㋔ 貸借対照表等の財務諸表（２年目以降、

前年の確定申告書の控用の写）

㋐ 証明申請書
㋑ 準備金に関する計画書兼実績報告書
㋒ 交付金等の交付決定通知書等の写し

（Ｐ２左下の各交付金等に関する積立年(事業年度)

のもの）

㋓ 農業経営改善計画等の写し
㋔ 貸借対照表等の財務諸表（準備金を充当

する場合）
㋕ 取得した固定資産の領収書等

取得時の証明の申請書類

５


